
訪
問
介
護
 
 

訪
問
入
浴
介
護
 
 

適
所
介
護
 
 

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 
 

認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
 
 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 
 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

居
宅
介
護
支
援
 
 

介
護
予
防
訪
問
介
護
 
 

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
 
 

介
護
予
防
適
所
介
護
 
 

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 

訪
問
者
護
 
 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

短
期
入
所
生
活
介
護
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
 
 

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

。
 

嶺
‥
－
脛
r
も
ヰ
 

導
囁
欄
W
r
も
イ
 

窪
琶
‥
－
川
町
も
ヰ
 

√
 
臨
r
昌
一
－
L
 
H
 
〓
 

千
分
の
千
六
 
 

十
 
 

千
分
の
干
四
 
 

十
 
 

居訪訪  介介介介介小認通訪訪   介介介介介介介介地地認特短短通   

宅間間  護護護護護規知所問問  護護護護護護護護域域知定期期所   

介入介  予 予予予予摸症リリ 看  予予予予予療保福密密症施入入介   

護浴護  防防防防防多対ハハ護  防防防防防養健祉着着対設所所護   

支介   小認通訪訪機応 ビ ビ   認特短短通施施施型型応入療生   

援一護   規知所開閉能型 りリ   知定期期所設設設特介型居養活  
模症リリ 看型通テ テ   症施入入介サササ定護共著介介  
多対ハハ護居所Il   対設所所護Ill施老同生護護  
機応 ビ ビ  宅介 シ シ   応入療生  ビ ビ ビ設人生活  
能型リリ  介護 ヨ ヨ   
型通子テ  護  ン ン   

型居養活  ス ス ス入福活介  

共者介介  居祉介護  

居所II   同生護護  者施護  
宅介 シ シ   生活  生設  

介護 ヨ ヨ   
護 ン ン   

活介  
介護  

活人  

護  
介所  
護者  

生  

活  

介  

護   

十干   十 干   十 干   

分   五 分   五 分   

の   の   の   

千   千   干   
七   五   四   

218   



甲  

地   

夜特通訪訪  介介介介介介介介地短短通訪訪  介介福居   介介介   
間 定所問 問  護護護護護落護護域期期所問問  護護祉宅   護護護   

対施介入介  予予予予予療保福密入入リリ 看  予予用療   予予 予   

応設護浴護  防防防防防養健祉着所所ハハ護  防防具養   防防防   
型入  介   短短通訪訪施施施型療生 ビ ビ   福居貸 管   支認小   
訪居  護   期期所開閉設設設介養活 りリ   祉宅与理   援知規   
間者   入入リリ 看サササ護介介テ テ   用療  指   

所所ハハ護III老護護Il   
症模   

介生  
ン ン   

具養  導   対 多   
護活   療生 ビ ビ  ビ ビ ビ 人  貸 管   応機   

介   養活リリ  ス ス ス福  ∃ ∃   
護   

与理   型能  
介介テ テ  祉  ン ン   指   共 型  
護護Il  

ン ソ  
施   
設  

導   同 居  

生 宅  
ヨ ヨ  入  活介  
ン ン  所  介護  

者  護  

生  

活  
介  
護   

六 千   十 干   千  
分   四 分   
の   の   の  

千   千   
十  

甲  
地   

認通訪訪   
介介介介介介介介地地認特短短通  介介福居  介介介夜   

知 所問 間  護護護護護護護護域域知定期期所  護護祉宅  護護護間   

症リリ 看  予予予予予療保福密密症施入入介  予 予用 療  予 予 予 対   

対ハハ護  防防防防防養健祉着着対設所所護  防防具養  防防防応   

応 ビ ビ   認特短短通施施施型型応入療生   福居貸管  支訪訪型   

型 り リ   知定期期所設設設特介型居養活   祉宅与理  援開閉訪   

通 テ テ   症施入入介サササ定護共者介介   用 療  指   入介問   
所 暮l   対設所所護Ill施老同生護護   具養  導   浴護介   

介 シ シ   応入療生  ビ ビ ビ設人生活   貸 管   介  護   

護 ヨ ヨ   型居養活  ス ス ス 入福活介   与 理   護   

ン ン   共者介介  
同生護護  

居祉介護   指  
者施護   
生 設  

導  
生活  
活介  活 人  

介護  
護  

介所  
護者  

生  

活  

介  
護   

十 干   十 干   千  
三 分   七 分   分   

の   の   の   

千   千   千  

5  
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乙  

地   

介介介介地短短通訪訪  介介福居   介介介介介介介介居地認小認   
護護護護域期期所開閉  護護祉宅   謙譲護護護護護護宅域知規知   

予療保福密入入リリ 看  予予用療   予予予予予予予予介密症模症   

防養健祉貴所所ハハ護  防防具養   防防防防防防防防護着対多対   

訪施施施型療生 ビ ビ   福居貸管   支認小認特通訪訪支型応機応   

開設設設介養活 りリ   祉宅与理   援知規知定所間間接特型能型   

看サササ護介介テテ   用療  指   症模症施介入介  定共型通   

護Itl老護護Il   具養  導   対多対設護浴護  施同居所   
ビ ビ ビ 人  ン ン   貸管   応機応入  介  設生宅介   
ス ス ス福  ヨ ヨ   与理   型能型居  護  入活介護   

祉  ン ン   指   共型、適者  居介護   
施   
設  

導   同居所生  者護  
生宅介活  生   

入  活介護介  活   

所  介護  護  介   

者  護  護   

生  

活  

介  
護  

二千   ヰ  
分   分   
の   の   

千  千   
十  

一
ヽ
 
－
－
 
 
 
 
 
1
 
 
．
 
 

乙  

地   

介介介地地認特短短通  介介福居  介介介夜居訪訪  介介介介介小   
護謙譲域域知定期期所  護護祉宅  護護護間宅間間  護護護護護規   

療保福密密症施入入介  予予用 療  予予予対介入介  予予予予予模   

養健祉着着対設所所護  防防具養  防防防応護浴護  防防防防防多   

施施施型型応入療生   福居貸管  支訪訪型支介   小認通訪訪機   

設設設特介型居養活   社宅与理  援開聞訪援護   規知所間問能   

サササ定護共著介介   用療  指   入介間   
浴護介   

模症 り り看型   
lIl施老 同生護護   具養  導  多対ハハ護居   

ビ ビ ビ設人生活   貸管   介  護   機応 ビ ビ  宅   

ス ス ス 入福活介   与 理   護   能型リリ  介   

居祉介護   指  型通テ テ  護   

者施護   導  居所II   
生設  宅介 シ シ   

活 入  介護 ヨ ヨ   

介所  護  ン ン   

護者  
生  

活  

介  
護  

十干   千   十 干  

三分   二分   

の   の   の   

千   千   千  
四   

∵
ず
 
 
 



二
 
前
号
の
地
域
区
分
に
属
す
る
地
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
 
 
 

県
の
区
域
内
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。
 
 

表
 
 
（
略
）
 
 

そ
の
他
 
 

す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
 
 

訪
問
介
護
 
 

訪
問
入
浴
介
護
 
 

通
所
介
護
 
 

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 
 

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 
 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

居
宅
介
護
支
援
 
 

介
護
予
防
訪
問
介
護
 
 

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
 
 

介
護
予
防
適
所
介
護
 
 

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

介
温
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
支
援
 
 

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

二
 
前
号
の
地
域
区
分
に
属
す
る
地
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
 
 
 

県
の
区
域
内
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。
 
 

表
 
 
（
略
）
 
 
 

そ  
の  

他  

す  介介介夜居訪訪  介介介介介小認通訪訪   介介介介介   
べ  護護護間宅間問  護護護護護規知 所問 問  護護護護護   

て  予 予予対介入介  予 予 予 予予模症リリ 看  予 予 予 予 予   

の  防防防応護浴護  防防防防防多対ハハ護  防防防防防   
サ  支訪訪型支介   小認通訪訪機応 ビ ビ   認特短短通   

l   援間問訪援護   規知 所開 閉能型 りリ   知 定期期所   
ビ   入介問   模症リリ 看型通テ テ   

浴護介   
症施入入介   

ス  多対ハハ護居所 tl   対設所所護  

介  護   棲応 ビ ビ  宅介 シ シ   
護   

応入療生  
能型リリ  介護 ヨ ヨ   
型通テ テ  護  ン ン   

型居養活  

共者介介  
居所Il   同生護護  

宅介 シ シ   生活  
介護 ヨ ヨ   
護  ン ン   

活介  
介護  

護   

千   十 干   十干  
五 分   八分   

の   の   の   

千   千   千  

221  
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○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
三
号
）
 
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
 
 

二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
 
 

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
、
指
定
施
 
 

設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
 
 

生
省
告
示
第
二
十
二
号
）
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
 
 

の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
、
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 

十
八
牢
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
 
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
 
 

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
 
 

働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
 
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
 
 

一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
 
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
 
 
 

位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
の
訪
問
介
護
費
の
注
6
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

介
護
保
険
法
施
行
令
 
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
 
第
三
条
第
一
項
 
 
 

各
号
に
掲
げ
る
研
修
の
課
程
の
う
ち
三
級
課
程
を
修
了
し
た
者
 
（
同
令
附
則
 
 

続
き
当
該
事
業
所
に
訪
問
介
護
員
と
 
 

二
 
三
 
 
（
略
）
 
 

修
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
 
 

と
し
て
雇
用
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
 
 

年
三
月
三
十
一
日
時
点
に
お
い
て
、
 
 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
介
護
員
養
 
 

瑚
研
樹
の
課
程
 
（
三
級
課
程
に
限
る
。
）
 
を
修
了
し
た
者
と
み
な
さ
れ
た
も
 
 

の
を
含
む
。
）
 
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
か
ら
当
該
研
 
 

平
成
l
一
十
一
年
四
月
一
日
以
降
も
引
き
 
 

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
訪
問
介
護
員
 
 

し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
も
の
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
 
 

二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
 
 

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
、
指
定
施
 
 

設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
 
 

生
省
告
示
第
二
十
二
号
）
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
 
 

の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
、
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 

十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
 
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
 
 

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
 
 

働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
 
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
 
 

一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
 
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
 
 
 

位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
の
訪
問
介
護
費
の
注
6
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

介
護
保
険
法
施
行
令
 
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
 
第
三
条
第
一
項
 
 
 

各
号
に
掲
げ
る
研
修
の
課
程
の
う
ち
三
級
課
程
を
修
了
し
た
者
 
（
同
令
附
則
 
 

二
・
三
 
 
（
略
）
 
 
 

員
養
成
研
修
の
課
程
 
（
三
級
課
程
に
限
る
。
）
 
を
修
了
し
た
者
と
み
な
さ
れ
 
 

た
も
の
を
含
む
。
）
 
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
か
ら
当
 
 

該
研
修
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
 
 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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四
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

め
ら
れ
る
場
合
 
 

到
 
措
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
笥
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態
 
 
 

イ
 
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
 
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
 
 

）
 
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
 
（
以
下
 
「
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
」
 
 

か
ん
 
 

と
い
う
。
）
 
に
掲
げ
る
在
宅
自
己
腹
膜
潜
流
指
導
管
理
、
在
宅
血
液
透
析
 
 

指
導
管
理
、
在
宅
酸
素
療
法
指
導
管
理
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
指
導
管
 
 

理
、
在
宅
成
分
栄
養
経
菅
栄
養
法
指
導
管
理
、
在
宅
自
己
導
尿
指
導
管
理
、
 
 

し
ゆ
よ
う
 
 

在
宅
持
続
陽
圧
呼
吸
療
法
指
導
管
理
、
在
宅
悪
性
腫
瘍
患
者
指
導
管
理
、
 
 

と
▼
つ
 
 

在
宅
自
己
痺
痛
管
理
指
導
管
理
、
在
宅
肺
高
血
圧
症
患
者
指
導
管
理
又
は
 
 

在
宅
気
管
切
開
患
者
指
導
管
理
を
受
け
て
い
る
状
態
 
 
 

口
 
気
管
カ
ニ
ユ
ー
レ
、
ド
レ
ー
ン
チ
ュ
ー
ブ
又
は
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
を
使
 
 

用
し
て
い
る
状
態
 
 

こ
う
 

ぼ
う
こ
う
 
 
 

ハ
 
人
工
肛
門
又
は
人
工
膀
胱
を
設
置
し
て
い
る
状
態
 
 

六
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 

者
又
は
そ
の
家
族
等
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 

に 

該 
当 

す 
る 

と 

き  

叩 
笥 

日 
叫 
甜 

矧 

刑  

イ
 
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
者
 
 

ロ
 
暴
力
行
為
、
 
 

‥  

合   
そ 
の 

他 
利 
川 

打 
直 

状 
況 

等 
か 

1; 

判 

断 
し 

て 

．－ 

某 

ほ 
H 
に 

準 

ず 
る 

ト 

仙  

ロ
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

ニ
 
真
皮
を
越
え
る
裾
瘡
の
状
態
 
 

同
時
に
複
数
の
看
護
師
等
に
よ
 
 
 

困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

著
し
い
迷
惑
行
為
、
 
 

の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
で
あ
 
 

介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
 

り
訪
問
看
護
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
利
用
 
 
 

器
物
破
損
行
為
等
が
 
 

の
訪
問
看
護
費
の
注
3
の
厚
 
 

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
 
 
 

認
め
ら
れ
る
場
 
 

矧
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
5
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態
 
 
 

イ
 
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
 
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
 
 

）
 
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
 
（
以
下
 
「
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
」
 
 

か
ん
 
 

と
い
う
。
）
 
に
掲
げ
る
在
宅
自
己
腹
膜
濯
流
指
導
管
理
、
在
宅
血
液
透
析
 
 
 

指
導
管
理
、
在
宅
酸
素
療
法
指
導
管
理
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
指
導
管
 
 

理
、
在
宅
成
分
栄
養
経
菅
栄
養
法
指
導
管
理
、
在
宅
自
己
導
尿
指
導
管
理
、
 
 

し
ゆ
よ
■
フ
 
 

在
宅
持
続
陽
圧
呼
吸
療
法
指
導
管
理
、
在
宅
悪
性
腫
瘍
患
者
指
導
管
理
、
 
 

と
■
フ
 
 

在
宅
自
己
痺
痛
管
理
指
導
管
理
、
在
宅
肺
高
血
圧
症
患
者
指
導
管
理
又
は
 
 

在
宅
気
管
切
開
患
者
指
導
管
理
を
受
け
て
い
る
状
態
 
 
 

口
 
気
管
カ
ニ
ユ
ー
レ
、
ド
レ
ー
ン
チ
ュ
ー
ブ
又
は
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
を
使
 
 

用
し
て
い
る
状
態
 
 

こ
う
 

ぼ
う
こ
う
 
 
 

ハ
 
人
工
肛
門
又
は
人
工
膜
胱
を
設
置
し
て
い
る
状
態
 
 

五
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 

ロ
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
者
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カ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
 

え
ん
 
 

、
囁
下
困
難
者
の
た
め
の
流
動
食
、
経
管
栄
養
の
た
め
の
濃
厚
流
動
食
及
び
 
 
 

特
別
な
場
合
の
検
査
食
 
（
単
な
る
流
動
食
及
び
軟
食
を
除
く
。
）
 
 

叫
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

し
ゆ
よ
う
 
 

難
病
等
を
有
す
る
中
重
度
者
又
は
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
者
で
あ
っ
て
、
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
常
時
看
護
師
に
よ
る
観
察
を
必
要
と
す
る
も
の
 
 

刊
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
3
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
 
 

心
身
の
状
況
そ
の
他
利
用
者
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
長
時
間
の
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
利
用
が
困
難
で
あ
る
利
用
者
 
 

十
一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
6
の
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 

入
浴
介
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及
び
設
備
を
有
し
て
行
わ
 
 
 

れ
る
入
浴
介
助
 
 

復
師
又
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
 
 

¶
ヨ
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
費
の
呵
引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
 
 

十
二
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

口
 
中
心
静
脈
栄
養
を
受
け
て
い
る
者
 
 

月
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 
 

ロ
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤
 
 

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
 
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
 
第
二
条
 
 
 

第
一
号
に
規
定
す
る
麻
薬
 
 

州
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 
 

ハ
の
注
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食
 
 

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
せ
ん
に
基
づ
き
 
 

じ
ん
 
 
 

提
供
さ
れ
た
適
切
な
栄
養
量
及
び
内
容
を
有
す
る
腎
臓
病
食
、
肝
臓
病
食
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
 
 
 

ヨ
ン
費
の
注
3
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

定
期
的
に
適
切
な
研
修
を
修
了
し
て
い
る
看
護
師
、
准
看
護
師
、
柔
道
整
 
 

、
、
 

え
ん
 
 
 

礁
下
困
難
者
の
た
め
の
流
動
食
、
経
管
栄
養
の
た
め
の
濃
厚
流
動
食
及
び
特
 
 
 

別
な
場
合
の
検
査
食
 
（
単
な
る
流
動
食
及
び
軟
食
を
除
く
。
）
 
 

州
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

し
ゆ
よ
う
 
 

難
病
等
を
有
す
る
中
重
度
者
又
は
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
者
で
あ
っ
て
、
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
常
時
看
護
師
に
よ
る
観
察
を
必
要
と
す
る
も
の
 
 

可
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
3
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
 
 

心
身
の
状
況
そ
の
他
利
用
者
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
長
時
間
の
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
利
用
が
困
難
で
あ
る
利
用
者
 
 

l
 
 

十
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
6
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 

入
浴
介
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及
び
設
備
を
有
し
て
行
わ
 
 
 

れ
る
入
浴
介
助
 
 

十
一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
費
の
嘲
引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
藩
合
す
る
利
用
者
 
 
 

村
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 
 

ロ
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤
 
 

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
 
（
昭
和
二
＋
八
年
法
律
第
十
四
号
）
 
第
二
条
 
 
 

第
一
号
に
規
定
す
る
麻
薬
 
 

月
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 
 

ハ
の
注
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食
 
 

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
せ
ん
に
基
づ
き
 
 

じ
ん
 
 
 

提
供
さ
れ
た
適
瑚
な
栄
養
量
及
び
内
港
を
有
す
る
腎
臓
病
食
、
肝
臓
病
食
、
 
 

ナ
い
 
 

ム
〃
．
レ
 
 

糖
尿
病
食
、
胃
潰
瘍
食
、
貧
血
食
、
膵
臓
 
 
病
食
、
高
脂
血
症
食
、
痛
風
食
、
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第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

¶
瑚
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 
 

の
州
側
の
注
、
可
例
の
注
、
．
川
面
の
注
及
び
⇒
刷
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
者
 
 
 

及
び
特
別
な
場
合
の
検
査
食
 
 

¶
対
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
 
 
 

の
⇒
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

介
護
を
行
う
者
が
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
 
 
 

理
由
に
よ
り
、
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
 
 

¶
廿
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 
 

の
イ
Ⅲ
か
ら
闇
ま
で
の
注
2
、
ロ
川
か
ら
㈲
ま
で
の
注
2
、
ハ
仙
か
ら
畑
ま
 
 
 

で
の
注
2
及
び
二
田
か
ら
㈲
ま
で
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
 
 
 

者
 
 

し
ゆ
よ
う
 
 

難
病
等
を
有
す
る
中
重
度
者
又
は
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
利
用
者
で
あ
っ
て
、
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
常
時
看
護
師
に
よ
る
観
察
を
必
要
と
す
る
も
 
 

▲
の
 
 

¶
州
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

第
十
大
号
に
規
定
す
る
者
 
 

「
」
刃
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

第
十
一
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
 
 

十
l
五
l
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
 
 
 

の
べ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
せ
ん
に
基
づ
き
 
 

じ
ん
 
 
 

提
供
さ
れ
た
適
瑚
尤
栄
養
量
及
び
内
溶
を
有
す
る
糖
尿
病
食
、
腎
臓
病
食
、
 
か
い
よ
う
す
い
 
 

第
十
号
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

¶
吋
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
費
の
呵
引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 

の
イ
㈲
の
注
、
ロ
㈲
の
注
、
 
 

定
め
る
療
養
食
 
 

肝
臓
病
食
、
胃
潰
瘍
食
、
貧
血
食
、
膵
臓
病
食
 
 

ハ
㈲
の
注
及
び
こ
何
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 

脂
質
異
常
症
食
、
痛
風
食
 
 

第
十
四
号
に
規
定
す
る
者
 

¶
州
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

君
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 
 

の
州
側
の
注
、
可
劇
の
注
、
べ
捌
の
注
及
び
⇒
例
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
者
 
 

肝
臓
病
食
、
胃
潰
瘍
食
、
貧
血
食
、
膵
臓
病
食
、
高
脂
血
症
食
、
痛
風
食
及
 
 
 

び
特
別
な
場
合
の
検
査
食
 
 

刊
吋
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
 
 
 

の
村
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

介
護
を
行
う
者
が
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
 
 
 

理
由
に
よ
り
、
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
 
 

¶
到
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 
 

の
イ
川
か
ら
畑
ま
で
の
注
2
、
ロ
仙
か
ら
㈲
ま
で
の
注
2
、
ハ
仙
か
ら
畑
ま
 
 
 

で
の
注
2
及
び
こ
仙
か
ら
㈲
ま
で
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
 
 
 

者
 
 

し
ゆ
よ
う
 
 

難
病
等
を
有
す
る
中
重
度
者
又
は
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
利
用
者
で
あ
っ
て
、
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
常
時
看
護
師
に
よ
る
観
察
を
必
要
と
す
る
も
 
 
 

の
 
 

¶
村
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

第
九
号
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

¶
コ
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
費
の
注
封
引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 
 

矧
刊
割
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
 
 

¶
ヨ
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
 
 
 

の
⇒
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
せ
ん
に
基
づ
き
 
 

じ
ん
 
 
 

提
供
さ
れ
た
適
切
な
栄
養
量
及
び
内
容
を
有
す
る
糖
尿
病
食
、
腎
臓
病
食
、
 
か
い
よ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
い
 
 

の
イ
㈲
の
注
、
ロ
例
の
注
、
ハ
㈲
の
 
 

労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

注
、
ニ
㈲
の
注
及
び
ホ
㈲
の
注
の
厚
生
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の
√
㈲
口
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
 
 

術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 

イ
 
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
第
二
章
第
七
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
リ
 
 
 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
同
第
九
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
処
置
 
（
同
 
 
 

部
に
お
い
て
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
診
療
の
 
 
 

う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）
、
同
第
十
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
 
 
 

れ
る
手
術
及
び
同
第
十
一
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
麻
酔
 
 
 

㈲
 
第
七
部
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
 
 

う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
 
（
言
語
聴
覚
療
法
に
係
 
 

る
も
の
に
限
る
。
）
 
 

口
 
摂
食
機
能
療
法
 
 

日
 
視
能
訓
練
 
 
 

闇
 
第
九
部
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
一
般
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

じ
上
く
そ
う
 
 
 
 
a
 
創
傷
処
置
 
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
 
（
裾
瘡
 
 

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 
を
除
く
。
）
 
 

b
 
熱
傷
処
置
 
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
 
 

）
 
 

C
 
重
度
裾
瘡
処
置
 
 

d
 
老
人
処
置
 
 

2
 
老
人
精
神
病
棟
等
処
置
料
 
 

f
 
爪
甲
除
去
 
（
麻
酔
を
要
し
な
い
も
の
）
 
 

g
 
穿
刺
排
膿
後
薬
液
注
入
 
 

h
 
空
洞
切
開
術
後
ヨ
ー
ド
ホ
ル
ム
ガ
ー
ゼ
処
置
 
 

i
 
ド
レ
ー
ン
法
 
（
ド
レ
ナ
ー
ジ
）
 
 

つ
い
せ
ん
 
 

1
 
頸
椎
、
胸
椎
又
は
腰
椎
穿
刺
 
 

く
ー
フ
 
 

k
 
胸
腔
穿
刺
 
（
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）
 
 

1
 
腹
腔
穿
刺
 
（
人
工
気
腹
、
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）
 
 

か
く
た
ん
 
 

m
 
喀
疾
吸
引
 
 

の
イ
関
口
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
 
 

術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 

イ
 
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
第
二
章
第
七
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
リ
 
 
 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
同
第
九
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
処
置
 
（
同
 
 
 

部
に
お
い
て
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
診
療
の
 
 
 

う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）
、
同
第
十
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
 
 
 

れ
る
手
術
及
び
同
第
十
一
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
麻
酔
 
 
 

㈲
 
第
七
部
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
 
 

う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
 
（
言
語
聴
覚
療
法
に
係
 
 

る
も
の
に
限
る
。
）
 
 

口
 
摂
食
機
能
療
法
 
 

日
 
視
能
訓
練
 
 
 

惚
 
第
九
部
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
一
般
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

じ
上
く
そ
う
 
 
 
 
a
 
創
傷
処
置
 
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
 
（
裾
 
瘡
 
 

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 
を
除
く
。
）
 
 

b
 
熱
傷
処
置
 
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
 
 

）
 
 

C
 
重
度
裾
瘡
処
置
 
 

d
 
老
人
処
置
 
 

e
 
老
人
精
神
病
棟
等
処
置
料
 
 

f
 
爪
甲
除
去
 
（
麻
酔
を
要
し
な
い
も
の
）
 
 

g
 
穿
刺
排
膿
後
薬
液
注
入
 
 

h
 
空
洞
切
開
術
後
ヨ
ー
ド
ホ
ル
ム
ガ
ー
ゼ
処
置
 
 

・
1
 
ド
レ
ー
ン
法
 
（
ド
レ
ナ
ー
ジ
）
 
 

つ
い
せ
ん
 
 

・
」
 
頸
椎
、
胸
椎
又
は
腰
椎
穿
刺
 
 

く
一
っ
 
 

k
 
胸
腔
穿
刺
 
（
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）
 
 

n11   

喀ミ1腹  

疾≡腔  

吸穿  
引 刺  

（
人
工
気
腹
、
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）
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日
 
救
急
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
救
命
の
た
め
の
気
管
内
挿
管
 
 
 

b
 
体
表
面
ペ
ー
シ
ン
グ
法
又
は
食
道
ペ
ー
シ
ン
グ
法
 
 
 

C
 
人
工
呼
吸
 
 
 

d
 
非
開
胸
的
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
 
 
 

e
 
気
管
内
洗
浄
 
 
 

f
 
胃
洗
浄
 
 

日
 
皮
膚
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

二
・
フ
 
 
 

a
 
皮
膚
科
軟
膏
処
置
 
 

し
や
く
 
 
 

b
 
い
ぼ
焼
灼
法
 
 
 

C
 
イ
オ
ン
ト
フ
ォ
レ
ー
ゼ
 
 
 

d
 
臍
肉
芽
腫
切
除
術
 
 

靭
 
泌
尿
器
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
膀
胱
洗
浄
 
（
薬
液
注
入
を
含
む
。
）
 
 
 

b
 
後
部
尿
道
洗
浄
 
（
ウ
ル
ツ
マ
ン
）
 
 
 

C
 
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
設
置
 
 

や
く
 
 
 

d
 
族
頓
包
茎
整
復
法
 
（
陰
茎
絞
拒
等
）
 
 

y x w v u t  n
 
 
 

O
 
 

p
 
 
 

q
 
 

－
⊥
 
 S

 
 

Z
 

か
く
た
ん
 
 

干
渉
低
周
波
去
疾
器
に
よ
る
啄
疾
排
出
 
 

か
ん
 
 

高
位
浣
腸
、
高
圧
浣
腸
、
洗
腸
 
 

摘
便
 
 

腰
椎
麻
酔
下
直
腸
内
異
物
除
去
 
 

腸
内
ガ
ス
排
気
処
置
 
（
開
腹
手
術
後
）
 
 

酸
素
吸
入
 
 

突
発
性
難
聴
に
対
す
る
酸
素
療
法
 
 

酸
素
テ
ン
ト
 
 

け
つ
 
 

間
軟
的
陽
圧
吸
入
法
 
 

体
外
式
陰
圧
人
工
呼
吸
器
治
療
 
 

肛
門
拡
張
法
 
（
徒
手
又
は
ブ
ジ
ー
に
よ
る
も
の
）
 
 

非
還
納
性
ヘ
ル
ニ
ア
徒
手
整
復
法
 
 

じ
か
ん
と
ん
 
 

痺
核
散
頓
整
復
法
 
（
脱
肛
を
含
む
。
）
 
 

口
 
救
急
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
救
命
の
た
め
の
気
管
内
挿
管
 
 
 

b
 
体
表
面
ペ
ー
シ
ン
グ
法
又
は
食
道
ペ
ー
シ
ン
グ
法
 
 
 

C
 
人
工
呼
吸
 
 
 

d
 
非
開
胸
的
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
 
 
 

2
 
気
管
内
洗
浄
 
 
 

！
 
胃
洗
浄
 
 

日
 
皮
膚
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

こ
・
フ
 
 
 

a
 
皮
膚
科
軟
膏
処
置
 
 

し
や
く
 
 
 

b
 
い
ぼ
焼
灼
法
 
 
 

C
 
イ
オ
ン
ト
フ
ォ
レ
ー
ゼ
 
 
 

d
 
臍
肉
芽
腫
切
除
術
 
 

囲
 
泌
尿
器
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
膀
胱
洗
浄
 
（
薬
液
注
入
を
含
む
。
）
 
 
 

b
 
後
部
尿
道
洗
浄
 
（
ウ
ル
ツ
マ
ン
）
 
 
 

C
 
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
設
置
 
 

や
く
 
 
 

d
 
俵
頓
包
茎
整
復
法
 
（
陰
茎
絞
拓
等
）
 
 

y x w v u t  n
 
 
 

O
 
 

p
 
 

q
 
 

r
 
 

S
 
 

Z
 

か
く
た
ん
 
 

干
渉
低
周
波
去
疾
器
に
よ
る
喀
疾
排
出
 
 

か
ん
 
 

高
位
浣
腸
、
高
圧
浣
腸
、
洗
腸
 
 

摘
便
 
 

腰
椎
麻
酔
下
直
腸
内
異
物
除
去
 
 

腸
内
ガ
ス
排
気
処
置
 
（
開
腹
手
術
後
）
 
 

酸
素
吸
入
 
 

突
発
性
難
聴
に
対
す
る
酸
素
療
法
 
 

酸
素
テ
ン
ト
 
 

け
つ
 
 

間
軟
的
陽
圧
吸
入
法
 
 

体
外
式
陰
圧
人
工
呼
吸
器
治
療
 
 

肛
門
拡
張
法
 
（
徒
手
又
は
プ
ジ
ー
に
よ
る
も
の
）
 
 

非
違
納
性
ヘ
ル
ニ
ア
徒
手
整
復
法
 
 

じ
か
ん
と
ん
 
 

痔
核
俵
頓
整
復
法
 
（
脱
肛
を
含
む
。
）
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国
 
産
婦
人
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

ち
つ
 
 
 

a
 
膣
洗
浄
 
（
熱
性
洗
浄
を
含
む
。
）
 
 
 

b
 
子
宮
頸
管
内
へ
の
薬
物
挿
入
法
 
 

開
 
眼
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
眼
処
置
 
 
 

b
 
義
眼
処
置
 
 

し
上
■
フ
 
 
 

C
 
捷
毛
抜
去
 
 
 

d
 
結
膜
異
物
除
去
 
 

い
ん
こ
う
 
 

㈹
 
耳
鼻
咽
喉
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

ニ
ー
フ
 
 
 

a
 
耳
処
置
 
（
点
耳
、
耳
浴
、
耳
洗
浄
及
び
簡
単
な
耳
垢
栓
除
去
を
 
 

含
む
。
）
 
 
 

b
 
鼻
処
置
 
（
鼻
吸
引
、
鼻
洗
浄
、
単
純
鼻
出
血
及
び
鼻
前
庭
の
処
 
 

置
を
含
む
。
）
 
 
 

C
 
口
腔
、
咽
頭
処
置
 
 
 

d
 
関
節
喉
頭
鏡
下
喉
頭
処
置
 
（
喉
頭
注
入
を
含
む
。
）
 
 
 

e
、
鼻
出
血
止
血
法
 
（
ガ
ー
ゼ
タ
ン
ポ
ン
又
は
バ
ル
ー
ン
に
よ
る
も
 
 

の
）
 
 

そ
く
 
 
 

f
 
耳
垢
栓
塞
除
去
 
（
複
雑
な
も
の
）
 
 
 

g
 
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
 
 
 

h
 
超
音
波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
 
 

け
ん
 
 

㈹
 
整
形
外
科
的
処
置
に
掲
げ
る
処
置
 
（
鋼
線
等
に
よ
る
直
達
牽
引
を
 
 
 

除
く
。
）
 
 

囲
 
栄
養
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
鼻
腔
栄
養
 
 
 

b
 
滋
養
浣
腸
 
 
 

第
十
部
手
術
に
掲
げ
る
手
術
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
創
傷
処
理
 
（
長
径
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
筋
肉
、
臓
器
に
達
 
 
 

す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

口
 
皮
膚
切
開
術
 
（
長
径
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
 
 
 

）
 
 

a
 
眼
処
置
 
 

b
 
義
眼
処
置
 
 

し
上
－
つ
 
 

C
 
捷
毛
抜
去
 
 

d
 
結
膜
異
物
除
去
 
 

い
ん
こ
う
 
 
 

㈹
 
耳
鼻
咽
喉
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

二
－
（
ノ
 
 

a
 
耳
処
置
 
（
点
耳
、
耳
浴
、
耳
洗
浄
及
び
簡
単
な
耳
垢
栓
除
去
を
 
 

含
む
。
）
 
 

b
 
鼻
処
置
 
（
鼻
吸
引
、
鼻
洗
浄
、
単
純
鼻
出
血
及
び
鼻
前
庭
の
処
 
 

置
を
含
む
。
）
 
 

C
 
口
腔
、
咽
頭
処
置
 
 

d
 
関
節
喉
頭
鏡
下
喉
頭
処
置
 
（
喉
頭
注
入
を
含
む
。
）
 
 

e
 
鼻
出
血
止
血
法
 
（
ガ
ー
ゼ
タ
ン
ポ
ン
又
は
バ
ル
ー
ン
に
よ
る
も
 
 

の
）
 
 

そ
く
 
 

f
 
耳
垢
栓
塞
除
去
 
（
複
雑
な
も
の
）
 
 

g
 
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
 
 

h
 
超
音
波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
 
 

け
ん
 
 
 

㈹
 
整
形
外
科
的
処
置
に
掲
げ
る
処
置
 
（
鋼
線
等
に
よ
る
直
達
牽
引
を
 
 

除
く
。
）
 
 
 

糾
 
栄
養
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

a
 
鼻
腔
栄
養
 
 

b
 
滋
養
浣
腸
 
 

制
 
第
十
部
手
術
に
掲
げ
る
手
術
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

H
 
創
傷
処
理
 
（
長
径
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
筋
肉
、
臓
器
に
達
 
 

す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 
 

口
 
皮
膚
切
開
術
 
（
長
径
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
 
 

）
 
 

内  （司  

b a   

産  

膣三婦  

洗人  
浄科  

子
宮
頸
管
内
へ
の
薬
物
挿
入
法
 
 

眼
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

処  

置  
に  

掲  
げ  

る  

処  

置  

（
熱
性
洗
浄
を
含
む
。
）
 
 

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
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